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承認第８号 

 

専決処分の承認を求めることについて 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、令和７年度御

殿場市一般会計補正予算（第２号）について、別冊のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定により議会に報告し、承認を求める。  

 

  令和７年６月５日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美    
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議案第４３号 

 

御殿場市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例制定について 

 

御殿場市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

 

令和７年６月５日 提 出 

御殿場市長 勝 又 正 美    

 

 

御殿場市空家等対策協議会設置条例の一部を改正する条例 

 

 御殿場市空家等対策協議会設置条例（平成３０年御殿場市条例第３号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 第１条中「第６条に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を

行うため、同法」を削り、「第７条第１項」を「第８条第１項」に改める。 

 第２条各号を次のように改める。 

 (1) 法第７条第１項に規定する空家等対策計画の作成及び変更に関すること。 

 (2) 法第１３条第２項に規定する管理不全空家等に対する措置に関すること。 

 (3) 法第２２条に規定する特定空家等に対する措置に関すること。 

 (4) 前３号に掲げるもののほか、空家等対策計画の実施のために必要な事項に関するこ

と。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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議案第４４号  

 

市道路線の廃止について 

 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第３項の規定により、次のとおり市道路

線を廃止したいので、議会の議決を求める。  

 

令和７年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

路線名 起   点 終   点 
重要な 

経過地 

1173号線 御 殿 場 市 北 久 原 6 4 4 番 2 地 先 御殿場市 北久原 6 4 5番 3地先 
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議案第４５号  

 

損害賠償の額の決定及び和解について  

 

 原里第２保育園において発生した事故に関し、次のとおり損害を賠償し、和解すること

について、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１２号及び第１３号

の規定により、議会の議決を求める。  

 

令和７年６月５日 提 出 

 

御殿場市長 勝 又 正 美 

 

１ 相手方  

  【略】  

   

   

   

 

２ 事故の概要  

平成２５年４月１９日、御殿場市神場６４６番地の４７の原里第２保育園において、

在園児の     （当時３歳）が、園舎外のテラスに設置していたトンネル付きすべ

り台の踊り場、高さ約１メートルから防護柵を乗り越えて降りようとした際に転落し、

左腕を骨折した。  

 

３ 損害賠償額等  

(1) 損害賠償の額 １，４２４，２７５円  

(2) 相手方は、御殿場市に対し、上記金額の支払以外は、いかなる損害賠償も請求しな

い。 
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議案４６号 

 

第五次御殿場市総合計画基本構想について  

 

 第五次御殿場市総合計画基本構想について、次のとおり関係書類を作成したので、御殿

場市総合計画の策定等に関する条例（平成２６年御殿場市条例第２７号）第５条の規定に

より議会に提出し、議決を求める。  

 

  令和７年６月５日 提 出 

 

                        御殿場市長 勝 又 正 美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


